
デ ジ タ ル 図 書 館 に つ い て 

 

１ 導入の目的 

・多様化する図書館利用者の利便性を高め、市民に対するサービスの拡大・向上を図るとと

もに、視覚障がい者等の障害の種類・程度に応じた読書環境の整備（読書バリアフリー法）

をする。 

 

２ サービス開始年月日 

開始年月日：令和４年 10月１日（予定） 

 

３ 選書の考え方 

小田原市立図書館の電子書籍として魅力のある蔵書構成となるよう、次に挙げる書籍につい

て重点的に収集を行う。 

(1) 視覚障がい者や高齢者等が対応できるようバリアフリーに対応した機能をもつ書籍。 

(2) 仕事や育児などにより来館が困難な利用者を想定した書籍（ビジネス、育児書、料理本

など）。 

(3) ティーンズ世代と小中学生の読書意欲を向上させ、図書館利用につなげることができる

書籍。 

 

４ 導入等スケジュール 

 

契約事務関係 ●

規則改正関係

議会関係（委員会報告） ●

図書館協議会関係

サービス提供関係

選書

広報（周知関係）

９月 １０月 １１月

電子書籍貸出サービス

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

導入準備期間 ４月～９月 10/1貸出スタート

仕様検討、契約検査課調整、入札

8/1広報締め切り パブコメ総務課調整

パブコメ

電子書籍選書

チラシ・おだわらいふ・こゆるぎ・ホームページ
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